
27 262023.06.01 2023.06.01 

▼

こ
ち
ら
は
有
料
広
告
で
す
。

★相談は無料で受けられます６月の相談ア・ラ・カ・ル・ト
相　談 相談日 時　間 会場など 備　考

法律相談
20日㈫ 午後１時〜４時30分 燕市役所会議室101

担当：新潟県弁護士会弁護士
要予約：市民課 市民生活係☎0256・77・8107　
６月１日㈭から予約受付開始（交通事故相談は除く）

9日㈮
30日㈮ 午後１時〜３時30分 燕市民交流センター

担当：新潟県弁護士会弁護士
要予約：燕市社会福祉協議会 
☎0256・78・7866 予約受付中

心配ごと相談 ７日㈬・14日㈬・21日㈬・28日㈬
午後１時〜４時 燕市民交流センター 問合せ：燕市社会福祉協議会 ☎0256・78・7866

生活に関する
相談

月〜金
午前10時〜午後４時

新潟県ライフサポートセンター
☎0258・86・8898 内容：労働、金融、法律、家庭など

消費生活相談 月〜金　午前９時〜午後４時　※祝日、年末年始を除く 問合せ:市民課 消費生活相談窓口☎0256・77・8302 

犯罪被害相談
月〜金　午前10時〜午後４時

ナビダイヤル 毎日午前7時30分〜午後
10時 ※年末年始を除く

☎025・281・7870
☎0570・783・554（ナビダイヤル）

内容：犯罪被害や犯罪被害者支援に関する相談
担当：にいがた被害者支援センター

交通事故相談 月〜金
午前９時〜正午、午後１時〜４時

新潟県交通事故相談所
☎025・280・5750

内容：交通事故に関する「心の悩み」、損害賠償請求、示談の
進め方など

妊娠からの子育て
相談コーナー

月〜金
午前８時30分〜午後５時15分

子育て応援課 こどもサポート相談チーム
☎0256・77・8224 内容：妊娠、出産、子育てに関する相談

燕スマイル・
サポート・ステーション

月〜金
午前８時30分〜午後５時15分

学校教育課☎0256・77・8308
smasta18@docomo.ne.jp

内容：小学生〜39歳の人、またはその家族の悩み相談（いじめ、不登
校、ひきこもりなど）※電話・メールまたは直接来庁（オンライン相談可）

子育て、虐待
などの相談

月〜金
午前８時30分〜午後５時15分

子育て応援課こども見守り支援チーム
☎0256・77・8105

内容：DV、虐待など要保護児童に関する相談
※児童虐待の通告は子育て応援課または児童相談所

（☎025・381・1111または全国共通ダイヤル☎189）へ
女性のための
総合相談窓口 20日㈫ 午前９時〜正午

午後１時〜４時 燕市民交流センター 内容：夫婦、家族、育児、介護、セクハラ、ＤＶなど
要予約：☎0256・92・2121（予約専用・地域振興課）

女性福祉相談 月〜金
午前８時30分〜午後５時15分

新潟県女性福祉相談所
☎025・381・1111 内容：ＤＶなど

性暴力・
性被害相談

月〜金　午前９時〜午後５時
土・日・祝日　２４時間

☎025・281・1020
☎＃8891（短縮ダイヤル)

内容：性暴力や性被害に関する相談
担当：性暴力被害者支援センターにいがた

自殺予防
いのちの電話 毎日24時間 ☎025・288・4343 担当：新潟いのちの電話事務局

新潟県こころの
相談ダイヤル 毎日24時間 ☎0570・783・025 担当：新潟県障害福祉課 いのちとこころの支援室

ひきこもり相談 月〜金
午前８時30分〜午後５時

新潟県精神保健福祉センター
☎025・284・1001 内容：ひきこもりに関する相談

司法書士相談 1日㈭ 午 後１時 〜３時 燕市役所会議室101 担当：小
こ

林
ばやし

勇
ゆう

二
じ

 予約受付：小林勇二司法書士事務所
 ☎0256・66・4529  ※月〜金 午前９時〜午後５時

労働・年金
相談 22日㈭ 午前10時〜正午 吉田産業会館 担当：社会保険労務士会三条支部社会保険労務士

１週間前までに要予約：吉田商工会 ☎0256・93・2609

就職相談 月〜金　午前９時〜午後４時30分 
※祝日、年末年始を除く 吉田産業会館 担当：燕市地域職業相談室 ☎0256・94・7055

内容：仕事の相談・紹介

若者のための
就職相談

毎週　火・木
午後１時 30 分〜３時 30 分

燕市民交流センター、燕庁舎、吉田産
業会館、中央公民館、分水福祉会館
のいずれか（お問い合わせください）

担当：三条地域若者サポートステーション
内容：15〜49歳までの人、またはその家族の就労相談
要予約：☎0256・32・3374

７月の早期相談をお知らせします
●法律相談 ７月20日㈭ 燕市役所会議室 101 ※７月３日㈪予約受付開始
●法律相談 ７月10日㈪・28日㈮ 燕市民交流センター ※６月15日㈭予約受付開始
●司法書士相談 ７月６日㈭ 燕市役所会議室 101

問合せは上記一覧をご確認ください。問合せは上記一覧をご確認ください。

新潟市南区茨曽根2381-１
国道 8号線沿いかつ一白根店様向かい

初夏のうきうきマルシェ初夏のうきうきマルシェ
会場：しろね屋駐車場・店内会場：しろね屋駐車場・店内雨天決行

～おなじみのお店　キッチンカー大集合 !!～～おなじみのお店　キッチンカー大集合 !!～
６月４日㈰10時～17時６月４日㈰10時～17時

月一恒例の消耗品＆日用品
激安ワゴンSALEも同時開催‼
月一恒例の消耗品＆日用品
激安ワゴンSALEも同時開催‼６月３日㈯～６月３日㈯～

燕市 広報秘書課 広報広聴係

担当：藤野　聡

電話：0256-77-8363

FAX：0256-77-8327

satoshi_fujino@city.tsubame.lg.jp

第2稿

しろね屋
仁木　様

　広報つばめ（６月号/暮らしの鍵情報）

※修正の有無を５月 10日（水）10時までにご連絡ください。

燕市分水桜町一丁目 4 番 14 号
電話： 0256-97-2101
https://www.niigata-daiei.shinkumi.jp/

新潟大栄信用組合　様

　広報つばめ６月号（暮らしの鍵情報）

※修正等の有無を、５月９日（火）15 時までにご連絡ください。

初 校

燕市 地域振興課 広報広聴係
担当：藤野
電話：0256-77-8363
FAX  ：0256-77-8305
satoshi_fujino@city.tsubame.lg.jp

新生活スタート応援キャンペーン
好評実施中！！

定期預金

期間 ６月30日㈮まで!!

◉はじめてご契約される方…契約時点から過去１年間以上定期積金取引のない方
◉積立期間３年以上・毎月の掛け込み金額10,000円以上の契約が対象となります
※詳しくは、お気軽に店頭窓口へお問い合わせください。

定期預金をはじめてご契約される方に

分のQUOカードプレゼント！2,000円2,000円

ス タ ー ト ！

有限会社中野自動車商会　様

燕市笈ケ島1259-1　担当：中野

tel.0120-559-154

中野自動車商会福祉車両部
レンタカーなら！

ダイハツ タント

４時間 借りても
軽 1時間 480円～

１，９２０円

※４月から広報つばめのカラーがブルーに変更になります。
※内容をそのままにブルーに修正しましたので、ご確認ください。

１，９２０円

燕市 地域振興課 広報広聴係
担当：滝沢
電話：0256-77-8363
FAX  ：0256-77-8305
masaki_takizawa@city.tsubame.lg.jp
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燕市三王渕286番地3
木造2階建て（新築・Wi-Fi完備）10室

●お問合せはこちら●
　就労継続支援B型事業所　あいこうえん翼
　担当：八子(やこ)養田(ようだ)
　☎ 0256-66-4802　Fax 0256-46-0414

◇介護付有料老人ホーム あいこう燕
　 燕市小高1148番地　☎ 0256-63-8897
　・入居一時金廃止しました。
　　お気軽にお問合せください。

燕市 広報秘書課 広報広聴係
担当：藤野 聡
電話：0256-77-8363
FAX：0256-77-8327
satoshi_fujino@city.tsubame.lg.jp

あいこうえん翼　様

　広報つばめ（６月号/暮らしの鍵情報）

※修正等の有無を、５月８日（月）17 時までに連絡ください。

初 校

障がい者共同生活援助
グループホーム　あいこうえん翼

入居者募集中！ ●関連施設●

◇地域密着型 特別養護老人ホーム ときわ燕
　燕市上児木390番地　☎ 0256-63-8897
　・デイサービスセンター・ショートステイ
　・居宅介護支援事業所

市独自の物価高騰支援策として
水道料金の基本料金を 6 カ月間減免します

市では、物価高騰などに伴う市民生活や経済活動への影響を踏まえ、市独自の物価高騰支援策として、
水道料金の基本料金を 7 月検針分から 12 月検針分までの 6 カ月間全額減免します。

申請手続きは不要です。
期間中は検針票に減免実施中と記載されます。
表示される金額は減免後の金額（税込）となります。
■対 象 期 間　７月検針分から 12 月検針分まで（６カ月間）
■対  象  者　市内のすべての使用者（官公庁と臨時用は除く）
■減免対象額　基本料金相当額　※水道局ホームページで試算できます。
●問合せ　燕・弥彦総合事務組合水道局 経営企画課☎ 0256・64・7400

育児休業を取得した男性と企業に
奨励金を交付します

つばめ子育て応援企業
※

に勤務する男性従業員が育児休業を取得
した場合に、育児休業取得者と事業主に奨励金を交付します。
令和5年度から 50日以上の区分を新設し、より長期間の育児
休業取得を応援します。

育児休業期間 取得者 事業主
連続５日以上 14 日未満 ５万円 ７万円

連続 14 日以上 50 日未満 ５万円 15 万円
連続または分割で 50 日以上 10 万円 20 万円

■上限　取得者：一子につき 10 万円／事業主：年度内 20 万円
※つばめ子育て応援企業：従業員に対する子育て支援の取り組みを積極的に進めている企
業を「つばめ子育て応援企業」として認定しています。認定条件は、県のハッピー・パー
トナー企業に登録し、パパ・ママ子育て応援プラス認定を受けていることです。

●問合せ　地域振興課 協働推進係☎ 0256・77・8361▲市ホームページ

水道局ホーム
ページ▶


